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法人の名称
一般財団法人信越郵便局長協会

代表者の氏名 西條　英夫

公益目的支出計画実施報告書等の提出について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２７条第３項の規定によ

り、別紙のとおり 令和 2 年度（ 令和2年2月1日から 令和3年1月31日まで）

の公益目的支出計画実施報告書等を提出いたします。



【別紙１：法人の基本情報】

法人コード A021158

１．基本情報

フリガナ イッパンザイダンホウジンシンエツユウビンキョクチョウキョウカイ

法人の名称 一般財団法人信越郵便局長協会

主たる事務所の住所及び連絡先

住所
郵便番号 都道府県名 市区町村丁番地等 補足住所

380-0921 長野県 長野市大字栗田９４８番地１

代表電話番号 026-228-1600 内線 FAX番号 026-224-3735

代表電子メールアドレス sin-jimukyokucho@apost.plala.or.jp

ホームページの有無 有

ホームページアドレス http://www10.plala.or.jp/sinkyou/

代表者の氏名 西條　英夫

事業年度 2月 1日～ 1月 31 日

事業の概要
郵便局の業務の円滑な運営及び会員の福祉の増進を図り、もって郵政事業の発展に寄与するた
め、郵便局舎の建設・改修・整備のための資金の貸付事業、福利厚生の充実のため事業、協会
運営に必要な収入確保するための事業



【別紙２：公益目的支出計画実施報告書】

２．公益目的支出計画実施報告書

【 令和 2 年度（ 令和2年2月1日 から 令和3年1月31日 まで）の概要】

１．公益目的財産額 127,614,605円

２．当該事業年度の公益目的収支差額（①＋②－③） 70,356,248円

①前事業年度末日の公益目的収支差額 63,604,165円

②当該事業年度の公益目的支出の額 6,768,592円

③当該事業年度の実施事業収入の額 16,509円

３．当該事業年度末日の公益目的財産残額 57,258,357円

４．２の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由
注

当該年度の公益目的収支差額は6,752,083円と計画の金額より1,644,667円下回りましたが、累計の公益目的収支差額は計画を上回っ
ているため、公益目的支出計画全体の実施に影響はありません。

注：詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の
完了予定事業年度の末日

①．計画上の完了見込み 令和12年1月31日

②．①より早まる見込みの場合

前事業年度 当該事業年度 翌事業年度

計画 実績 計画 実績 計画

公益目的財産額 127,614,605円 127,614,605円 127,614,605円 127,614,605円 127,614,605円

公益目的収支差額 58,777,250円 64,010,440円 67,174,000円 70,356,248円 75,570,750円

公益目的支出の額 9,296,750円 8,291,056円 9,296,750円 6,768,592円 9,296,750円

実施事業収入の額 900,000円 0円 900,000円 16,509円 900,000円

公益目的財産残額 68,837,355円 63,604,165円 60,440,605円 57,258,357円 52,043,855円

※前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。



(２)〔公益目的支出計画実施報告書〕

【実施事業（継続事業）の状況等】 （事業単位ごとに作成してください。）

事業番号 事業の内容

継 1

地域貢献事業の実施

(1) 計画記載事項

事業の概要

　当協会は、新潟県、長野県の郵便局長を会員とし、同地域で生活する人々の日常生活に欠かせない社会基盤である郵政事業を維
持・発展させるための郵便局局舎の改善事業を主たる事業として実施するほか、各地域において日常的に地域の人々と接する郵便局
長の職務の特性を活かし、地域住民や地方自治体と連携しながら住み安い地域社会づくりに寄与できる事業を実施してきているところ
です。
　新潟県、長野県には全国でも過疎化・高齢化が進んだ地域が多く、多くの住民は郵便局を心の拠所として、また、地方自治体や福祉
協議会からは当法人（郵便局長協会）の公的支援事業に多くの期待を寄せており、一般財団法人移行後も重要な事業として「地域貢
献事業の実施」を定款で定め、地域社会の発展と福祉の増進に貢献していくこととします。
　地域貢献事業として実施する事業及びその内容等は次のとおりです。
１．実施事業
（１）福祉施設等支援
　市町村等が運営する「特別養老老人ホーム」「知的障害者施設」「障害者施設」「児童養護施設」等の支援を主たる事業としています。
　事業の内容は、特別養護老人ホームでの施設内外の清掃活動、車椅子の贈呈や贈呈した車椅子の清掃、入居者との会話、また、
知的障害者施設に入所の児童との協働による農作業の援助、児童擁護施設に入所している児童への図書等の贈呈や同施設等の清
掃活動などを協会会員が中心になり地方自治体（行政）や福祉協議会と連携し、地域住民の協力を得ながら実施している事業です。
（２）地域ボランティア活動
　信越エリア７４ブロック毎に、協会会員が中心となって地方自治体（行政）や地域住民と連携し、道路・河川・海岸・公園・運動場等の
公共的場所の清掃活動並びに安全確保のため定期的に実施している事業です。
（３）地域行事支援
　伝承文化の保存及び継承者の育成、地域の子供たちが健全に発育していくための諸行事、老人等の健康増進等に関する行事の支
援をする事業です。
２．実施場所
　　新潟県並びに長野県
３．事業の対象
　　新潟県、長野県に在住する住民並びに施設
４．事業実施の財源
　実施に当たっての財源は、当協会が実施している郵便局局舎改善のための資金貸付事業並びに会館賃貸事業による収益から毎年
予算化して計画的に確保してきています。
５．事業実施のための人員
　人員は、協会会員、郵便局の社員、自治体（行政）等の職員、施設等の職員、地域住民
６．受託・請負・補助金の有無
　信越地方郵便局長会（任意団体）から信越郵便局長協会に同会の日常的な事務等の委託を受けており、年間６００万円の事務委託
手数料が協会に払い込まれています。
　他方、地域貢献事業（公益事業）の実施を信越地方郵便局長の会員にお願いしていることから、活動費として関係団体協力費を年間
１５０万円の支払いを行っています。
７．事業の実施実績
　平成２３年度の地域貢献事業の実施実績は７８件（施設・場所）、参加延べ人員は２,６５０名（協会会員８７３名、自治体等職員・地域
住民１,７７７名）が参加して実施しております。
　主な実施事項は、次のとおりです。
（１）福祉施設等支援
　ア．実施施設
　　○ 特別養護老人ホーム支援活動　　１３施設　　３２９名参加
　　○ 知的障害者施設支援活動　　　　　２施設　　１５６名参加
　　○ 障害者施設の支援活動　　　　　　４施設　　　９０名参加
　　○ 市町村社会福祉施設支援活動　　２０施設　　５７１名参加
　　○ 視聴覚障害者支援活動　　　　　　１施設　　支援端末機器の贈呈
　　○ 車椅子の贈呈　　　　　　　　　　２施設
　イ．実施内容
　　○ 施設内外の清掃活動
　　　 窓拭き、トイレ清掃、床清掃、寝具の交換・洗濯、車椅子の清掃
　　 　施設周辺の草刈、草取り　等々
　　○ 入居者との会話
　ウ．その他
　福祉施設等支援については、毎年、継続的に実施してきていることから各施設長からは支援活動を期待されており、また、会員・一
般市民と施設入居者等との交流の場となっていることから入居者の家族の皆さんからも評価をいただいているところです。
（２）地域ボランティア活動
　ア．実施場所等
　　○ 公園の清掃活動　　　　　　　　　７箇所　　３１２名参加
　　○ 海岸清掃活動 ４箇所　　２２０名参加
　　○ 河川敷等清掃活動　　　　　　　　６箇所　　３１６名参加
　　○ 国道等道路清掃活動 １０箇所　　３２３名参加
　　○ その他公的施設の清掃活動　　　　８箇所　　２５３名参加
　イ．実施内容
　公共施設内のゴミ拾い、公共掲示板等の修繕、カーブミラー清掃　等々
　ウ．その他
　地域ボランティア活動の実施に当たっては、関係自治体とも連携して実施してきているところもあり、また、地域の住民の皆様にも参
加していただき毎年継続実施してきていることから評価され、期待もされています。
（３）地域行事支援活動
　福祉バザー等に協会会員が参画し、出店するなど地域の福祉行政の推進にも協力しています。
８．その他
　こうした協会の事業活動の模様は、地元の新聞等広報誌に掲載され、広く住民の皆様に周知・理解を得ているところです。
　一般財団法人へ移行後もこうした地域に貢献する事業を公益事業として継続するとともに、車椅子等の贈呈など物資面での支援に
も力を入れていくこととしています。



　当協会は、新潟県、長野県の郵便局長を会員とし、同地域で生活する人々の日常生活に欠かせない社会基盤である郵政事業を維
持・発展させるための郵便局局舎の改善事業を主たる事業として実施するほか、各地域において日常的に地域の人々と接する郵便局
長の職務の特性を活かし、地域住民や地方自治体と連携しながら住み安い地域社会づくりに寄与できる事業を実施してきているところ
です。
　新潟県、長野県には全国でも過疎化・高齢化が進んだ地域が多く、多くの住民は郵便局を心の拠所として、また、地方自治体や福祉
協議会からは当法人（郵便局長協会）の公的支援事業に多くの期待を寄せており、一般財団法人移行後も重要な事業として「地域貢
献事業の実施」を定款で定め、地域社会の発展と福祉の増進に貢献していくこととします。
　地域貢献事業として実施する事業及びその内容等は次のとおりです。
１．実施事業
（１）福祉施設等支援
　市町村等が運営する「特別養老老人ホーム」「知的障害者施設」「障害者施設」「児童養護施設」等の支援を主たる事業としています。
　事業の内容は、特別養護老人ホームでの施設内外の清掃活動、車椅子の贈呈や贈呈した車椅子の清掃、入居者との会話、また、
知的障害者施設に入所の児童との協働による農作業の援助、児童擁護施設に入所している児童への図書等の贈呈や同施設等の清
掃活動などを協会会員が中心になり地方自治体（行政）や福祉協議会と連携し、地域住民の協力を得ながら実施している事業です。
（２）地域ボランティア活動
　信越エリア７４ブロック毎に、協会会員が中心となって地方自治体（行政）や地域住民と連携し、道路・河川・海岸・公園・運動場等の
公共的場所の清掃活動並びに安全確保のため定期的に実施している事業です。
（３）地域行事支援
　伝承文化の保存及び継承者の育成、地域の子供たちが健全に発育していくための諸行事、老人等の健康増進等に関する行事の支
援をする事業です。
２．実施場所
　　新潟県並びに長野県
３．事業の対象
　　新潟県、長野県に在住する住民並びに施設
４．事業実施の財源
　実施に当たっての財源は、当協会が実施している郵便局局舎改善のための資金貸付事業並びに会館賃貸事業による収益から毎年
予算化して計画的に確保してきています。
５．事業実施のための人員
　人員は、協会会員、郵便局の社員、自治体（行政）等の職員、施設等の職員、地域住民
６．受託・請負・補助金の有無
　信越地方郵便局長会（任意団体）から信越郵便局長協会に同会の日常的な事務等の委託を受けており、年間６００万円の事務委託
手数料が協会に払い込まれています。
　他方、地域貢献事業（公益事業）の実施を信越地方郵便局長の会員にお願いしていることから、活動費として関係団体協力費を年間
１５０万円の支払いを行っています。
７．事業の実施実績
　平成２３年度の地域貢献事業の実施実績は７８件（施設・場所）、参加延べ人員は２,６５０名（協会会員８７３名、自治体等職員・地域
住民１,７７７名）が参加して実施しております。
　主な実施事項は、次のとおりです。
（１）福祉施設等支援
　ア．実施施設
　　○ 特別養護老人ホーム支援活動　　１３施設　　３２９名参加
　　○ 知的障害者施設支援活動　　　　　２施設　　１５６名参加
　　○ 障害者施設の支援活動　　　　　　４施設　　　９０名参加
　　○ 市町村社会福祉施設支援活動　　２０施設　　５７１名参加
　　○ 視聴覚障害者支援活動　　　　　　１施設　　支援端末機器の贈呈
　　○ 車椅子の贈呈　　　　　　　　　　２施設
　イ．実施内容
　　○ 施設内外の清掃活動
　　　 窓拭き、トイレ清掃、床清掃、寝具の交換・洗濯、車椅子の清掃
　　 　施設周辺の草刈、草取り　等々
　　○ 入居者との会話
　ウ．その他
　福祉施設等支援については、毎年、継続的に実施してきていることから各施設長からは支援活動を期待されており、また、会員・一
般市民と施設入居者等との交流の場となっていることから入居者の家族の皆さんからも評価をいただいているところです。
（２）地域ボランティア活動
　ア．実施場所等
　　○ 公園の清掃活動　　　　　　　　　７箇所　　３１２名参加
　　○ 海岸清掃活動 ４箇所　　２２０名参加
　　○ 河川敷等清掃活動　　　　　　　　６箇所　　３１６名参加
　　○ 国道等道路清掃活動 １０箇所　　３２３名参加
　　○ その他公的施設の清掃活動　　　　８箇所　　２５３名参加
　イ．実施内容
　公共施設内のゴミ拾い、公共掲示板等の修繕、カーブミラー清掃　等々
　ウ．その他
　地域ボランティア活動の実施に当たっては、関係自治体とも連携して実施してきているところもあり、また、地域の住民の皆様にも参
加していただき毎年継続実施してきていることから評価され、期待もされています。
（３）地域行事支援活動
　福祉バザー等に協会会員が参画し、出店するなど地域の福祉行政の推進にも協力しています。
８．その他
　こうした協会の事業活動の模様は、地元の新聞等広報誌に掲載され、広く住民の皆様に周知・理解を得ているところです。
　一般財団法人へ移行後もこうした地域に貢献する事業を公益事業として継続するとともに、車椅子等の贈呈など物資面での支援に
も力を入れていくこととしています。

①　当該事業に係る公益目的支出の見込額 9,296,750 円

②　当該事業に係る実施事業収入の見込額 900,000 円

(2) 当該事業年度の実施状況

事業の実施状況について

令和2年度に実施した「地域貢献事業」は、次のとおりである。
(1)福祉施設等支援
ア　実施施設
・ 特別養護老人ホーム支援活動            　８施設　  　１３７名参加
・ 知的障害者施設支援活動   　　　  　　１施設　 　　１６名参加
・ 障害者施設支援活動     　　　　　　　１施設　　 　１７名参加
・ 市町村社会福祉施設支援活動  　　　　９施設　 　１１９名参加
・ 車椅子等の贈呈　　　　　　　　　  ２０施設
イ　実施内容
・ 施設内外の清掃活動等
　　 今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、例年実施している施設内の清掃活動、入居者との対話等ができない
　ため、施設周辺の清掃（草刈り・草取り）、雑巾づくり等を実施した。
(2)　地域ボランティア活動
ア　実施場所等
・ 公園の清掃活動   　　　　　　　　１３箇所 　　３６４名参加
・ 海岸清掃活動   　　　　　　　　　　４箇所　　１９５名参加
・ 河川敷等清掃活動   　　　　　　　　１箇所　 　　３１名参加
・ 国道等道路清掃活動    　 　  　　　１２箇所 　　２７４名参加
・ その他公的施設の清掃活動 　　   　２１箇所　　 ３３１名参加
イ　実施内容
 　　今年度は、コロナ禍の影響により、福祉施設等の支援活動が限定されたため、公園・道路・公的施設の清掃（ゴミ拾い・
　清掃、草刈り等）の活動を重点的に取り組んだ。
ウ　その他
　　地域ボランティア活動の実施に当たっては、関係自治体とも連携して実施した。また、地域の住民の皆様にも参加していた
　だき、毎年継続実施している。
(3)　地域行事支援活動
ア　実施活動
・ 福祉支援バザー等支援　　　　　　　　２箇所　　　３８名参加
・ 手紙・スポーツ文化振興活動支援等　　９箇所　　１６３名参加
イ　実施内容
　　会員が栽培した農作物の福祉施設への寄贈、地元開催スポーツ大会の後援、子供向け絵手紙教室の開催等を実施した。
　　なお、今年度はコロナ禍の影響により、地元開催の行事が相次いで中止になったことから、地域行事支援活動が大幅に
　減少した。

①　当該事業に係る公益目的支出の額 6,768,592 円

②　当該事業に係る実施事業収入の額 16,509 円

③　（①－②）の額 6,752,083 円

④　当該事業に係る損益計算書の費用の額 6,768,592 円

⑤　当該事業に係る損益計算書の収益の額 16,509 円

①及び②に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由
注1

１．受託事務手数料収入について
　信越地方郵便局長会から実施事業等を協働するときに、その費用分を手数料として受け取っていましたが、当期協働事業がなかっ
たため、手数料の受け取りもありませんでした。その分の費用も減少しているので、公益目的支出計画への影響はありません。
２．当該年度の実施事業収支差額について
　当該年度の公益目的収支差額は6,752,083円と計画の金額より1,644,667円下回りましたが、累計の公益目的収支差額は計画を上回
っているため、公益目的支出計画全体の実施に影響はありません。



注1：この事業に係る公益目的支出の額等の変更が、公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについても記載してください。

(3) 実施事業資産の状況等

番号注2 資産の名称
時価評価資産の
算定日の時価

移行後に
取得した場合の

取得価額

前事業年度末日
の帳簿価額

当該事業年度
末日の帳簿価額

使用の状況

イ 1 宅地 1,413,760 円 円 円 円 平成２６年３月に売却

a 1 建物 円 6,244,791 円 4,991,901 円 4,793,691 円
協会が法人全体で使用する資産のう
ち、使用割合に応じて算定した分を
当該事業で使用している

a 2 構築物 円 120,704 円 62,092 円 54,125 円
協会が法人全体で使用する資産のう
ち、使用割合に応じて算定した分を
当該事業で使用している

a 3 什器備品 円 520,758 円 19 円 19 円
協会が法人全体で使用する資産のう
ち、使用割合に応じて算定した分を
当該事業で使用している

a 4 ソフトウェア 円 516,672 円 94,725 円 0 円
協会が法人全体で使用する資産のう
ち、使用割合に応じて算定した分を
当該事業で使用している

円 円 円 円

注2：算定日に有していた資産については、移行認可申請書（別表Ａ公益目的財産額の算定）に記載した資産の番号（イ1、ロ2・・a１・など）を記載してく
ださい。

【実施事業収入の額の算定について】
①「損益計算書の収益の額」に対応した②「実施事業収入の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。

損益計算書の科目
①損益計算書
  の収益の額

②実施事業
　収入の額

②の額の算定に当たっての考え方

経常収益 16,509 円 16,509 円 ①と②で差額が生じる科目はないため、①と②は同額となる、

円 円

計 16,509 円 16,509 円

注3：実施事業収入の額の算定の記載事項について、必要な説明書類を添付してください。

【公益目的支出の額の算定について】
①「損益計算書の費用の額」に対応した②「公益目的支出の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。

損益計算書の科目
①損益計算書
  の費用の額

②公益目的
　支出の額

②の額の算定に当たっての考え方

経常費用計 6,768,592 円 6,768,592 円 ①と②で差額が生じる科目はないため、①と②は同額となる、

円 円

計 6,768,592 円 6,768,592 円

注4：①と②が同額である場合には、「科目」欄を「その他」として、まとめた額を①及び②欄に記載してもかまいません。

注4

注3



別表Ａ〔公益目的支出計画実施報告書〕

【公益目的支出計画実施期間中の収支の見込みについて】

(1) その他の主要な事業について

変更の内容及び公益目的支出計画の実施に対する影響等
注１

特に記載すべき内容はありません。

注1： その他の主要な事業として、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」に記載した事業のうち、その事業の内容や実施方法に変更があ
った場合に、事業番号、変更の内容、その理由及び公益目的支出計画の実施に対する影響を記載してください。
また、新たにその他の主要な事業を開始した場合は、その旨、当該事業の概要及び公益目的支出計画の実施に対する影響を記載してください。
なお特に記載すべき内容がない場合はその旨記入してください。

(2) 資産の取得や処分、借入について

実施内容（計画の変更内容）及び公益目的支出計画の実施に対する影響等
注２

特に記載すべき内容はありません。

注2： 「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載した多額の借入や施設の更新、高額財産の取得・処分等の活動を実施した
場合は、公益目的支出計画に与えた影響を記載してください。また、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載したもの
のうち、計画内容に変更があった場合に、変更の内容、その理由及び公益目的支出計画に対する影響を記載してください。
また、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載したもの以外で、法人全体の財務に大きな影響を与える活動を新たに
予定する場合は、その内容、理由及び公益目的支出計画に対する影響を記載してください。なお特に記載すべき内容がない場合はその旨記載
してください。



別表Ｂ〔公益目的支出計画実施報告書〕

【引当金等の明細】

(1) 実施事業に係る引当金

番号 引当金の名称 期首残高 当期増加額 目的
当期減少額 事業

期末残高
目的使用 その他 区分 番号

1 賞与引当金 280,000 円 380,000 円
職員に対する賞与の
支給に備えるため

280,000 円 円 380,000 円

2 退職給付引当金 3,108,200 円 1,285,800 円
職員に対する退職給
付に備えるため 円 円 4,394,000 円

3 役員退職慰労引当金 600,000 円 600,000 円
役員の退職慰労金の
支給に備えるため 円 円 1,200,000 円

(2) (1)以外の引当金のうち、算定日において計上していたもの

番号 引当金の名称 期首残高 当期増加額 目的
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

2 貸倒引当金 5,450,000 円 1,070,000 円
債権の貸倒れによる
損失に備えるため 円 90,000 円 6,430,000 円

円 円 円 円 0 円

(3)「その他支出又は保全が義務付けられているもの」としたもの
注

番号 財産の名称 期首の価額 当期増加額 目的

当期減少額

期末の価額
目的使用 その他

円 円 円 円 0 円

円 円 円 円 0 円

注：算定日において、退職給付会計導入に伴う変更時差異の未処理額を公益目的財産額から控除した場合につ
　　いては、当該未処理額は記載不要です。なお特に記載すべき内容がない場合は空欄のままにしてください。


